
   小浜市要介護認定等の資料提供に関する事務取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）に規定する要介護認定、要支援認定または介護予防・日常生活支援総合

事業の対象となる被保険者の確認（以下「要介護認定等」という。）に係る資

料（以下「要介護認定等資料」という。）を、当該要介護認定等を受けた者（以

下「本人」という。）、親族その他の関係者に提供することについて、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６９条に規定するもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （要介護認定等資料の提供目的） 

第２条 要介護認定等資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に

定める目的の範囲内において行う。 

 (1) 第４条第１号から第４号までに掲げる者（以下「本人および親族等」と

いう。） 要介護認定等の手続の透明性を高め、介護保険事業への信頼を

確保すること。 

 (2) 第４条第５号から第１２号までに掲げる者（以下「事業者」という。） 

次に掲げる事項を実施し、介護保険事業の適切な運営に資すること。 

  ア 法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画の作成 

  イ 法第８条第２６項に規定する施設サービス計画の作成 

  ウ 法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画の作成 

  エ 法第１１５条の４５第１項第１号ニに定める第一号介護予防支援事業

である介護予防・日常生活支援総合事業 

  オ 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決

定（次条第３号に掲げる資料を提供する場合に限る。） 

  カ その他アからオまでに類するもの 

 （提供対象資料） 

第３条 要介護認定等資料の提供は、次の各号に掲げる資料の写しの交付によ

り行うものとする。ただし、第３号の資料の提供は、事業者に限るものとす

る。 

 (1) 認定調査票 

 (2) 法第２７条第３項に規定する主治の医師の意見書（以下「主治医意見書」



という。） 

 (3) 基本チェックリスト（介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２

号に規定する厚生労働大臣が定める基準を確認するための質問項目およ

びそれに対する回答をいう。） 

 （要介護認定等資料の提供対象者） 

第４条 前条の要介護認定等資料の提供は、次の各号に掲げる者からの申請に

基づいて行うものとする。 

 (1) 本人 

 (2) 認知症または身体が不自由なために申請することができない本人の親

族（個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第４号に該当する場合

に限る。） 

 (3) 本人が成年被後見人の場合における法定代理人 

 (4) 本人から委任を受けた本人を介護する者（第２号の親族を除く。） 

 (5) 本人と法第８条第２４項に規定する居宅介護支援の提供に係る契約を

締結している指定居宅介護支援事業者 

 (6) 本人と法第８条第１１項に規定するサービスの提供に係る契約を締結

している指定特定施設入居者生活介護事業者 

 (7) 本人と法第８条第２６項に規定する施設サービスの提供に係る契約を

締結している介護保険施設 

 (8) 本人と法第８条第１４項に規定する地域密着型サービスの提供に係る

契約を締結している指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対

応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者または指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者、指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者 

 (9) 本人と法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援の提供に係る契

約を締結している指定介護予防支援事業者または当該指定介護予防支援

事業者から当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた指定居宅介護支

援事業者 

 (10) 本人と法第１１５条の４５第１項第１号ニに定める第一号介護予防支

援事業である介護予防・日常生活支援総合事業に係る契約を締結してい

る地域包括支援センター設置者または当該地域包括支援センター設置者

から当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅



介護支援事業者 

 (11) 本人と法第８条の２第９項に規定するサービスの提供に係る契約を締

結している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者 

 (12) 本人と法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス

の提供に係る契約をしている指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者または指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者 

 （申請手続） 

第５条 前条に規定する申請を行おうとする次の各号に掲げる者（以下「申請

者」という。）は、当該各号に定める申請書に別表に掲げる書類を添えて提出

するものとする。 

 (1) 本人および親族等 要介護認定等資料提供申請書（本人・家族用）（様

式第１号） 

 (2) 事業者 要介護認定等資料提供申請書（事業者用）（様式第２号） 

２ 前項第１号の規定により申請を行う場合において、本人が身体上の理由そ

の他やむを得ない理由により申請書の本人同意欄にその氏名を記載できない

ときは、代筆者が本人に対して申請書の内容に相違がないことを確認し、お

よび代筆することについて本人の同意を得た上で、本人の氏名、代筆者の氏

名および代筆者と本人との続柄を記載するものとする。ただし、本人から申

請者に対して、本人の要介護認定等情報の提供に係る委任状があるときは、

申請書の本人同意欄への記載を省略することができる。 

 （要介護認定等資料の提供） 

第６条 前条に基づく申請を受けたときは、特段の事情がある場合を除き、速

やかに申請に係る要介護認定等資料の写しの交付を行うものとする。 

２ 本人の要介護認定等の申請に係る認定審査会の審査判定が終了するまでは、

第１項の規定にかかわらず、当該要介護認定等資料の提供を行わないものと

する。 

３ 要介護認定等資料の提供は、無料とする。 

 （要介護認定等資料の提供の制限） 

第７条 第５条に基づく申請が次の各号に該当すると認められるときは、前条

第１項の規定にかかわらず、要介護認定等資料は提供しない。ただし、第２

号に該当する場合にあっては、該当する部分を除いた部分を提供することが

できる。 



 (1) 第２条に規定する目的以外の目的に要介護認定等資料を使用すると認

められるとき。 

 (2) 要介護認定等資料の提供を行うことにより、本人の生命、身体、健康、

財産等の保護または市民生活の安全の確保に支障が生じ、または生じる

おそれがあると認められるとき。 

 （要介護認定等資料の提供を受けた者の遵守事項） 

第８条 この要綱の規定により要介護認定等資料の提供を受けた者は、次の各

号に掲げる事項を遵守するものとする。 

 (1) 提供を受けた要介護認定等資料に係る情報を第２条に規定する目的以

外の目的に使用しないこと。 

 (2) 要介護認定等資料に係る情報を本人の同意を得ることなく本人以外の

者に知らせまたは提供しないこと。 

 (3) 事業者にあっては、要介護認定等資料の提供を受けた事業者の職員そ

の他の従業者または職員その他の従業者であった者が、前２号に定める

行為を行わないよう必要な措置を講ずること。 

 (4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた要介護認定等資料を第２条

に規定する目的以外の目的により複写しないこと。 

 (5) 提供を受けた要介護認定等資料の漏えい、改ざん、滅失または毀損その

他の事故を防止するために必要な措置を講ずること。 

 (6) 事業者にあっては、第４条第５号から第１１号までに定める契約が終

了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、

速やかに当該資料（複写したものを含む。）を本人に提出し、または廃棄

すること。 

 (7) 本人または市から提供を受けた要介護認定等資料の提示または返還を

求められたときは、これに応じること。 

 （遵守事項違反に対する措置） 

第９条 この要綱の規定により要介護認定等資料の提供を受けた者が前条各号

に掲げる事項を遵守しなかったときは、第６条第１項の規定にかかわらず、

要介護認定等資料の提供を行わないことができる。 

 （地域包括支援センター等への情報提供の特例） 

第 10 条 要介護認定等資料の提供に係る本人の同意があるときは、法第１１

５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターに対し、要介護認定等資



料に係る情報を提供することができる。 

 （委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

  



別表 

申請者の区分 申請書に添える書類 

本人 

（第４条第１

号） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カード（以下「マイナンバーカード」とい

う。）、運転免許証、旅券その他本人の顔写真が貼付された本

人の身分を確認できる官公署が発行した書類その他本人の

身分を確認できる書類 

家族 

（第４条第２

号） 

１ 本人の介護保険被保険者証もしくはその写しまたは介

護保険要介護・要支援認定等結果通知書その他本人が介護

認定を受けたことを確認できる書類またはその写し 

２ マイナンバーカード、運転免許証、旅券その他申請者の

顔写真が貼付された申請者の身分を確認できる官公署が

発行した書類その他申請者の身分を確認できる書類 

法定代理人 

（第４条第３

号） 

１ マイナンバーカード、運転免許証、旅券その他申請者の

顔写真が貼付された申請者の身分を確認できる官公署が

発行した書類その他申請者の身分を確認できる書類 

２ 後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）

第１０条第１項に規定する登記事項証明書または家庭裁

判所の審判書および確定証明書 

３ 権限の範囲が確認できる書類（保佐人または補助人の場

合であって、２に掲げる書類で確認することができないと

きに限る。） 

４ 社員証、委任状その他担当職員が法人に所属しているこ

とが確認できる書類（成年後見人が法人の場合に限る。） 

その他代理人 

（第４条第４

号） 

１ 本人の介護保険被保険者証もしくはその写しまたは介

護保険要介護・要支援認定等結果通知書その他本人が介護

認定を受けたことを確認できる書類またはその写し 

２ 本人から申請者に対し、要介護認定等資料の提供に係る

手続きを行う権限が与えられていることを証する書類（申

請書の本人同意欄に署名がない場合に限る。） 

３ マイナンバーカード、運転免許証、旅券その他申請者の



顔写真が貼付された申請者の身分を確認できる官公署が

発行した書類その他申請者の身分を確認できる書類 

事業者 

（第４条第５

号から第１２

号まで） 

１ 従業員証その他申請者または来庁者が当該事業者に所

属していることが確認できる書類またはその写し 

２ 市の介護保険システムにおいて本人が利用する事業者

であることが確認できない場合にあっては、サービス提供

契約書、入所契約書その他介護サービス計画の作成、施設

サービス等に係る契約関係等にあることが確認できる書

類またはその写し 

 



様式第１号（第５条関係） 

要介護認定等資料提供申請書（本人・家族用） 

  年  月  日 

小浜市長 様 

 私は、小浜市要介護認定等の資料提供に関する事務取扱要綱の規定により要介

護認定等資料の提供について次のとおり申請します。なお、提供を受けた情報に

ついて、裏面記載の事項を遵守することを誓約します。 

申 

請 

者 

氏  名  電話番号  

住  所  

被保険者 

との関係 

□本人    □同居の親族   □同居でない親族 

□後見人   □代理人 

 

被
保
険
者 

氏  名  生年月日 年  月  日 

被保険者番号 ０ ０ ０ ０       

住  所  

提
供
資
料 

希望する資料 □認定調査票   □主治医意見書 

提 供 方 法 □写しの交付 

提供を求める理由 □要介護・要支援認定の確認 

 

本
人
同
意
欄 

私は、小浜市が保有する私の上記資料について、申請者に提供することに同意します。 

本
人
氏
名 

記入日：    年  月  日 

代
筆
者
氏
名 

本人の同意に基づき本人同意欄に代筆します。 (続柄・関係) 

※１ 本人同意欄は、申請者が本人以外の場合に記載してください。 
 ２ 本人同意欄に本人の自署が困難な場合は、代筆者が本人の同意を得た上で、本人の氏名、代筆者の

氏名および本人との続柄・関係を記載してください。 
 ３ 申請者に対して要介護認定等資料を提供することについて、委任状により本人の同意があることが

確認できる場合は、本人同意欄への記載は不要です。 

 
＜市処理欄＞ ※記入しないでください。 

受 付 印 確   認 提 供 日 

 

本人 □本人確認 月   日 

家族 □本人確認  □被保険者証等 備   考 

法定 □本人確認  □資格確認  

他 □本人確認  □被保険者証等  

 □委任状  
  



 

 私は、提供を受けた情報について、次の事項を遵守することを誓約します。 

 

１ 私は、提供を受けた要介護認定等資料に係る情報を本紙表面の提供を求める理由以外の目的に

使用しません。 

２ 私は、要介護認定等資料に係る情報を本人の同意を得ることなく、本人以外の者に知らせまた

は提供しません。 

３ 私は、本人の同意を得ることなく、提供を受けた要介護認定等資料を本紙表面の提供を求める

理由以外の目的により複写しません。 

４ 提供を受けた要介護認定等資料の漏えい、改ざん、滅失または毀損その他の事故を防止するた

めに必要な措置を講じます。 

５ 私は、本人または小浜市から提供を受けた要介護認定等資料の提示または返還を求められたと

きは、これに応じます。 

 

（注）上記事項に違反した場合、今後の資料提供が受けられなくなる場合があります。 

  



様式第２号（第５条関係） 

要介護認定等資料提供申請書（事業者用） 
 

  年  月  日 
小浜市長 様 
 
 私は、小浜市要介護認定等の資料提供に関する事務取扱要綱の規定により要介
護認定等資料の提供について次のとおり申請します。なお、提供を受けた情報に
ついて、裏面記載の事項を遵守することを誓約します。 
 

申 

請 

者 

事業所住所  

事 業 所 名  

電 話 番 号  介護支援専門員等  

事業所種別 

□居宅介護支援事業所 

□介護保険施設 

□指定サービス事業者 

□地域包括支援センター 

□地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所 

 

被
保
険
者 

氏  名  生年月日 年  月  日 

被保険者番号 ０ ０ ０ ０       

住  所  

提
供
資
料 

希望する資料 
□認定調査票   □主治医意見書 

□基本チェックリスト 

提 供 方 法 □写しの交付 

提供を求める理由 □介護サービス計画作成のため   □その他 

 
＜市処理欄＞ ※記入しないでください。 

受 付 印 確   認 提 供 日 

 

□従業員証  □照合 月   日 

 備   考 

  

  

  
 



 

 私は、提供を受けた情報について、次の事項を遵守することを誓約します。 

 

１ 私は、提供を受けた要介護認定等資料に係る情報を本紙表面の提供を求める理由以外の目的に

使用しません。 

２ 私は、要介護認定等資料に係る情報を本人の同意を得ることなく、本人以外の者に知らせまた

は提供しません。 

３ 従業員または従業員であった者が、前２号に定める行為を行わないよう必要な措置を講じま

す。 

４ 私は、本人の同意を得ることなく、提供を受けた要介護認定等資料を本紙表面の提供を求める

理由以外の目的により複写しません。 

５ 提供を受けた要介護認定等資料の漏えい、改ざん、滅失または毀損その他の事故を防止するた

めに必要な措置を講じます。 

６ 本人との介護サービスに係る契約が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要が

なくなったときは、速やかに資料（複写したものを含む。）を本人に提出し、または廃棄します。 

７ 私は、本人または小浜市から提供を受けた要介護認定等資料の提示または返還を求められたと

きは、これに応じます。 

 

（注）上記事項に違反した場合、今後の資料提供が受けられなくなる場合があります。 

 


